
【コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】

【適時開示体制の概要（模式図）】
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当社では、重要な決定事項および重要な発生事項に関する情報は、各部署・
各グループ会社より、代表取締役社長または部門担当取締役を通じて、取締
役会や、経営会議（常勤の取締役および執行役員で構成）で付議、承認または
報告され、必要に応じて情報開示を行っております。
また、決算に関する情報は、会計監査人と連携して取締役会で承認のうえ開

示を行っております。
緊急の場合には、代表取締役や情報取扱責任者の判断により、適時適切な

情報開示を行うようにしております。
必要に応じて監査役、会計監査人、顧問弁護士等に監査、助言、指導を受け、

正確かつ公正な情報開示に努めております。
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